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契約事務における不当な情報提供等の要求に対する対応等要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、契約事務における職員の公正な職務執行を損なうおそれのある不当

な情報提供等の要求を記録し、その保存等の制度を設けること等により、契約事務の公

平・公正・透明性の一層の確保を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において「建設工事等」とは、建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２条第１項に規定する建設工事並びに当該建設工事に係る設計、調査及び測量の委託

等、物品の買入れ、借入れ及び製造並びに役務の提供その他の行為をいう。 

２ この要領において「発注事務」とは、市長が発注する建設工事等における仕様書及び

設計書の作成、予定価格の作成、入札（見積合せを含む。以下同じ。）及び契約の方法

の選択、入札に参加する者の選定、契約の相手方の決定、監督及び検査、履行状況の確

認その他の事務をいう。 

３ この要領において「発注担当職員」とは、発注事務を担当する職員をいう。 

４ この要領において「事業者」とは、市長が発注する建設工事等における入札及び契約

に参加しようとする法人、共同企業体、組合その他の団体及び個人（役員、構成員、従

業員、代理人その他これらに準ずる者を含む。）をいう。 

５ この要領において「不当な情報提供等の要求」とは、職員に対して行われる個別の発

注事務についての行為のうち、当該発注事務における公正な職務の執行を損なうおそれ

のあるものであって、次に掲げるもの（高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保

に関する条例（平成２４年高松市条例第８２号）により対応することとされる職員の不

当要求行為を除く。）をいう。 

(１) 事業者の入札への参加又は不参加に関する要求行為 

(２) 事業者の受注又は非受注に関する要求行為 

(３) 建設工事等の発注見通しに関する情報であって公表前のものについての情報漏え

い要求行為 

(４) 予定価格、最低制限価格、失格基準価格、低入札価格調査制度の調査基準価格又

は設計金額（これらを推測できる金額、割合等を含む。）に関する情報であって非公

表又は公表前のものについての情報漏えい要求行為 

(５) 入札の参加資格若しくは参加者に関する情報又は工事成績に関する情報であって

非公表又は公表前のものについての情報漏えい要求行為 

(６) 特定の事業者の便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれのある要求行為 

(７) 事業者又は事業者が属する団体に談合をそそのかすよう求める行為、事業者の作

成した割付表（受注予定者を選定したもの）について承認、確認等を求める行為その
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他の談合につながるおそれのある行為 

（職員の責務） 

第３条 発注担当職員は、その責任を自覚し、発注事務を適正に執行しなければならず、

発注事務に関して、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。 

２ 発注担当職員は、発注事務の執行に当たっては、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７

号）、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）、

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処

罰に関する法律（平成１４年法律第１０１号）、刑法（明治４０年法律第４５号）、公

共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）その他発注事務に関

する関係法令等を遵守しなければならない。 

３ 発注担当職員は、発注事務の執行に当たっては、常に公正な職務の遂行と公平・透明

性の確保に留意するものとし、問い合わせ等については、必要な情報を提供するなど適

切にこれを処理しなければならない。 

４ 職員は、発注担当職員に対して、前３項の規定に抵触することとなる働きかけを行っ

てはならない。 

５ 職員は、発注事務に関する関係法令等のほか、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）、高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例、高松市職員服務

規程（昭和３２年高松市規程第２６号）その他服務に関する関係法令等を遵守しなけれ

ばならない。 

（発注事務に関する秘密の保持） 

第４条 発注担当職員は、公表前における建設工事等の発注見通し、入札参加資格、参加

業者名及び参加業者数、公表前における又は非公表の予定価格、最低制限価格、失格基

準価格、低入札価格調査制度の調査基準価格及び設計金額（これらを推測できる金額、

割合等を含む。）その他の発注事務に関し知ることのできた秘密を保持しなければなら

ず、当該発注事務に係る秘密を知り得る立場にある職員以外の者に対し、これらの秘密

について教示若しくは示唆をし、又は発注事務以外の目的のために利用してはならない。 

２ 発注担当職員は、発注事務に関し知ることのできた秘密を庁舎外に持ち出し、又は送

付すること（電磁的方法によるものを含む。）等をしてはならない。ただし、所属長が

職務上必要と認めたときは、この限りでない。 

（事業者との応接方法等） 

第５条 発注担当職員は、発注事務の執行上必要な事業者との応接に当たっては、市民の

疑惑や不信を招かないよう、また、発注事務に関する秘密の漏えい防止を図るため、次

の事項に留意するものとする。 

(１) 事業者との対応は、特定の事業者につき均衡を失するようなことをすることなく、
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公平かつ適正に行うこと。 

(２) 事業者との応接は、原則として執務室内の受付カウンター、打ち合わせ用テーブ

ルなどオープンな場所において、複数の職員により行うこと。 

(３) 監督員は、公表から入札書提出までの間にある案件への参加見込み事業者の工事

現場には、できるだけ２人以上で赴くこと。 

２ 発注担当職員は、前項第２号又は第３号によることができない場合においては、事前

に所属長の承認を得るものとする。 

３ 所属長は、第１項第２号に規定する応接に必要なオープンな場所を要する場合は、こ

れを確保しなければならない。 

４ 前項に定めるもののほか、所属長は、執務室への自由な出入りが制限されている旨を

表示すること及びその旨を事業者に周知することその他の必要な措置を講ずるものとす

る。 

（不当な情報提供等の要求に対する対応） 

第６条 職員は、不当な情報提供等の要求に該当すると思料する行為を受けたときは、そ

の時点で、その行為者に対して、当該要求に応じられない旨並びに当該要求の内容を記

録すること、及びその記録文書が情報公開請求の対象となることを告知するよう努める

とともに、直ちにその内容を所属長に報告しなければならない。 

２ 所属長は、前項の場合において、職員が告知していないときは、当該行為者に告知す

るものとする。 

３ 所属長は、第１項の報告を受けたときは、報告内容が不当な情報提供等の要求に該当

するか否かを判断するものとする。この場合において、所属長は、当該報告内容が不当

な情報提供等の要求に該当すると思料するときは、事前に契約監理課長及び財政局長に

協議するものとする。 

４ 所属長は、前項の規定により不当な情報提供等の要求に該当すると判断した場合は、

不当な情報提供等の要求対応記録票（別記様式。以下「記録票」という。）を作成する

とともに、所属局長、財政局長及び契約監理課長に報告しなければならない。 

５ 財政局長は、不当な情報提供等の要求が重要であると認めるときは、市長に報告する

ものとする。 

６ 高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例の規定の適用を受けるか

どうかについては、総務局コンプライアンス推進課と協議するものとし、その適用を受

けるに至った場合の取扱いに関しては、前３項の規定にかかわらず、同条例の定めると

ころによる。 

７ 職員は、第１項の記録の作成に際しては、事実と誤りがないよう留意するものとする。

また、当該行為者から記録内容について確認を求められたときは、所属長と協議の上、

当該行為者にその記録内容を提示するものとする。 
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８ 職員は、前項の規定による提示の結果、訂正を求められた場合において、所属長と協

議の上、当初の記録内容が錯誤又は事実誤認によるものであると認められるときは、記

録内容を訂正して、再度当該行為者に提示するものとする。 

（記録票の保管等） 

第７条 所属長は、記録票を高松市行政文書管理規程（平成２５年高松市規程第１７号）

に基づき適正に保管・保存しなければならない。 

２ 記録票の保存期間は、５年とする。 

３ 記録票は、高松市情報公開条例（平成１２年高松市条例第３９号）第２条第２項に規

定する行政文書として公開請求の対象となり、同条例の規定により公開又は非公開の決

定を行う。 

（必要な措置の実施） 

第８条 市長は、第６条第５項の規定による報告を受けた場合においては、高松市指名停

止等措置要綱（平成２４年高松市告示第４０３号）の規定を適用し、必要な措置を講ず

るものとする。 

２ 市長は、第６条第５項の規定による報告を受けた場合において、当該発注事務の適正

な執行を確保するため必要と認めるときは、不当な情報提供等の要求の内容に応じて組

織として必要な措置を講ずるものとする。 

（「発注事務の執行に当たっての注意事項」の作成） 

第９条 市長は、発注事務に係る法令等の遵守に関する職員の意識の高揚を図るため、

「発注事務の執行に当たっての注意事項」（次項において「注意書」という。）を作成

するものとする。 

２ 注意書においては、この要領の運用細則についても定めるものとする。 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２３年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２４年６月１日から施行する。 

 

附 則 
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この要領は、平成２５年１月２９日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１０日から施行する。 
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別記様式（第６条関係） 

不当な情報提供等の要求対応記録票 

 

年  月  日 

 

記録者(所属)   (職)    (氏名)      (電話番号)      

要求を受けた日時 年  月  日( )   時   分 

要求の方法・場所 
□電話  □口頭  □その他(             ) 

(場所：                        ) 

相 手 方 

住所 

所属・役職等 

氏名 

対 応 職 員 (所属・職・氏名) 

要 求 の 内 容  

処 理 経 過  

備 考  

備考 高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例の規定の適用を受け

るかどうかについては、総務局コンプライアンス推進課と協議すること。 


